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議案第８１号

取手市立福祉会館の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例について

取手市立福祉会館の設置及び管理に関する条例（平成１７年条例第１０８号）の一

部を別紙のとおり改正する。

平成２８年１１月２９日提出

取手市長 藤 井 信 吾

提案理由

取手市手数料，使用料における受益者負担のあり方に関する基本方針に基づき，公

平性・公益性の確保の観点から，取手市立福祉会館の使用料の額を見直すため，本条

例の一部を改正するものです。
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取手市立福祉会館の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例

取手市立福祉会館の設置及び管理に関する条例（平成１７年条例第１０８号）の一

部を次のように改正する。

別表第１及び別表第２を次のように改める。

別表第１（第８条，第１５条関係）

施設使用料

（単位 円）

区分

午前 午後 夜間 全日

午前9時から

正午まで

午後1時から

午後5時まで

午後6時から

午後9時まで

午前9時から

午後9時まで

いこいの家

大広間 ８４０ １，１２０ ８４０ ２，８００

談話室 ― ― ― ―

休憩室 ― ― ― ―

レクリエーション室 １，８００ ２，４００ ２，４００ ６，６００

鶴の間 ６９０ ９２０ ６９０ ２，３００

亀の間 ４００ ５００ ４３０ １，３３０

配膳室 ２００ ３００ ４００ ９００

料理実習室 ８００ ９００ ８００ ２，５００

小ホール １，３４０ １，７９０ １，３４０ ４，４７０

会議室（Ａ） ７００ ９４０ ７００ ２，３４０

会議室（Ｂ１・Ｂ２・

Ｃ）
６９０ ９２０ ６９０ ２，３００

会議室（Ｄ） １，７９０ ２，３８０ １，７９０ ５，９６０

会議室（Ｅ） ７６０ １，０００ ７６０ ２，５２０

講座室（Ａ・Ｂ） １，６１０ ２，１５０ １，７００ ５，４６０

講座室（Ｃ） １，５２０ ２，０３０ １，６００ ５，１５０

ステージ ８２０ １，０９０ ８２０ ２，７３０

和室（Ａ・Ｂ） ７６０ １，０２０ ７６０ ２，５４０

工芸室 ８００ １，０００ ８２０ ２，６２０
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備考

１ 使用目的が営業，事業等に関係するものであるときは，規定使用料の１００

分の５０を増徴する。

２ 入場料その他会員券及び整理券並びにこれに類する券の対価としての料金

を徴収して使用する場合は，規定使用料の１００分の１００を増徴する。

３ 営利宣伝，販売その他これに類する行為を目的とした展示場として使用する

場合は，規定使用料の１００分の２００を増徴する。

４ 納付すべき使用料の額に１０円未満の端数が生じたときは，これを切り捨て

る。

別表第２（第８条，第１５条関係）

施設使用料（社会福祉団体及び社会教育団体）

（単位 円）

区分

午前 午後 夜間 全日

午前9時から

正午まで

午後1時から

午後5時まで

午後6時から

午後9時まで

午前9時から

午後9時まで

いこいの家

大広間 ３００ ４００ ４８０ １，１８０

談話室 ― ― ― ―

休憩室 ― ― ― ―

レクリエーション室 ９００ １，２００ １，０８０ ３，１８０

鶴の間 ３００ ４００ ４８０ １，１８０

亀の間 ３００ ４００ ４３０ １，１３０

配膳室 １８０ ２５０ ２４０ ６７０

料理実習室 ３６０ ４８０ ５４０ １，３８０

小ホール ６００ ８００ ７８０ ２，１８０

会議室（Ａ・Ｂ１・Ｂ

２・Ｃ・Ｅ）
３００ ４００ ４８０ １，１８０

会議室（Ｄ） ６００ ８００ ７８０ ２，１８０

講座室（Ａ・Ｂ・Ｃ） ６００ ８００ ７８０ ２，１８０

ステージ ３００ ４００ ４８０ １，１８０

和室（Ａ・Ｂ） ３００ ４００ ４８０ １，１８０

工芸室 ３００ ４００ ４８０ １，１８０
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備考 第５条第１項及び第２項の規定により１時間を単位として利用する場合に

おける使用料の額は，午前，午後及び夜間の区分ごとの時間に対する利用時間の

割合により算出する。この場合において，１０円未満の端数が生じたときは，こ

れを切り捨てる。

付 則

（施行期日）

１ この条例は，平成２９年４月１日から施行する。

（経過措置）

２ この条例による改正後の取手市立福祉会館の設置及び管理に関する条例の規定

は，この条例の施行の日以後の申請に係る使用料及び利用料金について適用し，同

日前の申請に係る使用料及び利用料金については，なお従前の例による。


